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【第 11項】ＪＲグループとしての安全体制を確立するため、ＪＲ本体に安全指
導グループを新設し、機能保全・仕業検査・分割併合・機動班・駅
派出・グループ会社への安全管理体制を強化すること。 

【第 25項】ＪＲグループとしての安全体制を確立するため、グループ会社に安
全指導グループを新設し、安全管理体制を強化すること。 

傷害事故防止や安全対策

は片手間ではできない。安

全指導グループを新設し、

体制の強化を図るべきだ！ 

安全が片手間という認識は無い。グループ会社は

グループ会社で安全に対する体制を取る。主導権

は本体が持ち、グループ会社と連携して、安全最

優先で取組む。 

【第 12項】ＪＲ本体に１交代制検修当直を配置し、輸送混乱時の対応など異常
時に強い体制を確立すること。 

輸送混乱時への対応のため

に１交代制は必要。計画業

務を外注しても体制は変わ

らないのか？ 

委託体制で本体の当直体制に隙間ができるので

あれば適正に配置して埋めていく。連絡体制を取

ってそれぞれの役割分担で行うが、やる仕事は変

わらない。計画担当と構内助役の業務の切り分け

ができないのであれば、外注はしない。 

次回交渉  

５月 22 日 

作業責任者含め、他に作業

があり、実態は片手間になっ

ている！ 

今の体制で安全管理の面は教育できる体制を整

えている。実態を見てできていないところがあれ

ば、グループ会社を通じて指導する。 


